
【様式②】

市　長 副市長 教育長

課 題
観光駐車場としての設置目的から、現行の宍粟市駐車場条例とは一線を画す必要があ
り、工事と並行して条例を制定する必要がある。

産業部長

農業委員会事務局長 建設部長 一宮市民局長 波賀市民局長 千種市民局長

市長公室長 総務部長 市民生活部次長（代理） 健康福祉部長

【まちの魅力】選ばれるまちづくり

現 状
観光客の受入体制を整えるため、山崎市民局跡地に観光駐車場の整備を進めており、
令和４年10月末完成予定で現在施工中である。

・「宍粟市観光駐車場条例」の制定について９月議会に提案する。

【名称】
　しそう山崎観光駐車場

【使用料】
　・ハイシーズン（藤まつり・もみじまつり）の際に、使用料を徴収する。
　・１回につき、５００円を徴収する。
　・使用料を徴収する期間は、告示により定める。

【供用開始】
　令和４年11月１日

議 題 宍粟市観光駐車場条例の制定について

決 定 事 項

基本施策

総合戦略での
位置付け

総合計画での
位置付け

基本目標

基本方針

１．住み続けたい、住んでみたいまち

①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

【4】観光の振興

政策会議  議事概要

教育部長 会計管理者 議会事務局長 総合病院副院長兼事務部長

開 催 日 令和4年6月20日

出 席 者

場 所 市役所本庁舎　４階会議室


